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第１章 計画策定の趣旨等

１ 計画改定の趣旨

平成２８（２０１６）年に「自殺対策基本法」が改正され、市町村

にも「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。

青梅市（以下「本市」という。）においても、平成３１（２０１９）

年３月に、令和６（２０２４）年度までの６年間を計画期間とした「青

梅市自殺総合対策計画」を策定しました。

本市では、本計画に基づき、４つの基本施策と４つの重点施策を中

心に、全庁を挙げて「生きることへの包括的な支援」を推進してきま

した。

全国の自殺者数は、平成１０（１９９８）年の３万人台から平成２

４（２０１２）年以降２万人台まで減少しました。平成２２（２０１

０）年以降は１０年連続で減少しており、新型コロナウイルス感染症

拡大前の令和元（２０１９）年は、統計開始依頼最小の２万１６９人

となっており、様々な取組は一定の効果があったと評価されます。

しかしながら、全国の自殺死亡率は、先進国の中で高い水準にあり、

令和２（２０２０）年は、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の

要因になりうる様々な問題が悪化したことにより、女性や若者の自

殺者が増えるなど、これまで潜在化していた問題が浮き彫りになり

ました。

本市においても、平成２１（２００９）年から自殺者数が減少傾向

にあり、令和２（２０２０）年には１９人まで減少しましたが、令和

３（２０２１）年以降、自殺者数が増加傾向に転じ、２０歳代以上の

幅広い年齢層で増加がみられています。

こうしたなか、政府が推進すべき自殺対策指針として策定した「自

殺総合対策大綱」が５年に一度の見直しが行われ、これにあわせて青

梅市自殺総合対策計画の改定を行います。

改定にあたり、これまでの取組を基本としながらも、本市の自殺の

現状や特徴を踏まえた課題への対応も含め、誰もが自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指し、総合的な自殺対策を推進して

いきます。

２ 計画の位置づけ

本計画は、平成２８（２０１６）年に改正された自殺対策基本法に

基づき、国が定める「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえ、同法第１

３条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として策定するもので、

他の個別計画とも相互に連携・整合性を図りながら推進していきま

す。

第７次

青梅市総合長期計画

【国】

自殺総合

対策大綱

【東京都】

東京都自殺総合

対策計画

青梅市

いのち支える

自殺対策計画

青梅市

地域福祉

総合計画

青梅市

健康づくり

推進計画

連携

連携
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３ 計画の期間

本計画期間は、令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２

９）年度までの５年間とします。ただし、自殺実態の分析結果や

社会情勢の変化等を踏まえ、評価・検証を行いながら、適宜内容

の見直しを行うこととします。

４ 計画の数値目標

自殺対策基本法で示されているように、自殺対策を通じて最終

的に目指すのは、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実

現です。

国は、平成２９（２０１７）年７月に閣議決定した「自殺総合

対策大綱」において、令和８（２０２６）年までに、 自殺死亡率

を平成２７（２０１５）年と比べて ３０％以上減少させることを

目標と定めています。この目標は、令和４（２０２２）年１０月

に閣議決定された新たな国の自殺総合対策大綱においても引き続

きの目標となっています。

こうした国の方針を踏まえ、本市では、今回の目標値について、

平成２７（２０１５）年の自殺死亡率１７．５を 、令和８（２０

２６）年までに自殺死亡率１２．３以下に減少させることとしま

す。また、合わせて自殺者数についても、３０％以上減少させる

ことを目標とします。

なお、令和９（２０２７）年度以降については、「自殺総合対策

大綱」で新たに設定される目標を、本市の新しい数値目標としま

す。

自 殺 死 亡 率

自 殺 者 数

平成２７（２０１５）年の自殺死亡率１７．５

令和８（２０２６）年までに自殺死亡率１２．３以下

令和８（２０２６）年までに自殺者数１６人以下

平成２７（２０１５）年の自殺者数２４人

３０％以上減少

目標値は、第２期計画から「地域における自殺の基礎資料」のデータ

を用いることとします。「地域における自殺の基礎資料」の詳細は１５

ページを参照してください。

３０％以上減少

自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数を表したもの。

（自殺死亡率＝自殺者数÷人口×１０万）
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５ 第１期計画の実施状況について

第１期計画においては、４つの基本施策と４つの重点施策をもと

に６３の取組を展開してきました。本計画の策定にあたり、第１期計

画の進捗状況の確認と各取組の加除整理を行うため、計画期間中に

おける実施状況について総評価を実施しました。

総評価は下表の評価区分に沿って実施し、結果はほとんどの取組

で３の概ね目標どおりという評価でした。各取組の評価結果は以下

のとおりです。

≪評価区分≫

≪基本施策１≫ 地域におけるネットワークの強化

≪基本施策２≫ 自殺対策を支える人材の育成
評価区分 評価基準

５ 目標を大きく上回った

４ 目標を上回った

３ 概ね目標どおり

２ 目標を下回った

１ 目標を大きく下回った

０ 取組の廃止または未実施

市の取組 担当課 評価

民生委員・児童委員等と連携し、地域で

日常的な見守りや助け合いのネットワー

クを強化します。

地域福祉課 ３

特定の手段を用いた自殺や、特定の地域

で多発する自殺の状況を把握した機関か

ら収集した情報を、迅速に関係機関に伝

達することにより、関係機関のネットワ

ーク強化を図ります。

健康課 ３

市の取組 担当課 評価

こころの健康への理解を深め、ゲートキ

ーパー の役割を認識するための研修や、

ゲートキーパー養成講座等を行うこと

で、人材育成に努めます。

健康課 ３
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≪基本施策３≫ 住民への周知と啓発 ≪基本施策４≫ 生きることの促進要因への支援

市の取組 担当課 評価

東京都は、９月と３月を自殺対策強化月

間とし、「自殺防止！東京キャンペーン」

を行っています。市でも重点的に普及啓

発を行います。

健康課 ３

広報やホームページ等を通じて自殺に関

する正しい知識や相談体制の周知を図り

ます。

健康課 ３

誰もが自殺予防に関する情報を容易に入

手できるよう、広報やホームページ、関

係機関のネットワーク等を通じて自殺予

防に関する正しい知識・的確な情報を包

括的に提供します。

健康課 ３

地域コミュニティの拠点である市民セン

ターにおいて、周知物の配布やポスター

掲示により地域活動団体等へ啓発しま

す。

市民活動

推進課
３

東京都や民間事業者が実施している電話

相談やＳＮＳ相談（ＬＩＮＥ・チャット

相談）等の周知を行います。

健康課 ３

市の取組 担当課 評価

こころの悩みを抱えたり、自殺を考えて

いたりする人やその家族、友人が、必要

なときに適切な相談を受けられるよう、

相談窓口の把握・周知に努めます。

地域福祉課 ３

市民安全課 ３

就労問題、経済問題、生活問題等、様々

な悩みに応え、生活の基盤を支えるため

の各種相談体制の強化を図ります。

地域福祉課 ３

税金等の窓口において相談を受ける中

で、多重債務の状況を早期に捉え、担当

課に案内できるよう窓口体制の強化を図

ります。

保険年金課 ３

課税課
該当事例

なし

収納課
該当事例

なし

介護保健課 ３

多様な窓口において、多重債務の状況を

早期に捉え、専門機関につなげられるよ

う、多重債務問題対策の研究を重ねてい

きます。

地域福祉課 ３

市民安全課 ３



9

市の取組 担当課 評価

多重債務問題対策の研修を受講する等、

情報収集に努め、窓口体制を強化します。
市民安全課 ３

青梅市図書館資料選定基準、３類 社会科

学の社会病理にもとづき、図書選定につ

いて慎重に対応します。

社会教育課 ３

緊急の保護または自立のための援助を必

要とする女性およびその者の同伴する児

童に対し、生活全般の相談や援助を行う

とともに、配偶者等からの暴力（ＤＶ ）

やストーカー被害に悩んでいる人に対す

る支援を行います。

配偶者

暴力担当課
３

配偶者からの暴力被害相談等、各種悩み

に応じた相談を行います。

配偶者

暴力担当課
３

消費生活に関する相談窓口を開設し、相

談者を法律関係機関等へつなげていきま

す。また、東京都と連携し、特別電話相

談「多重債務１１０番」を行います。

市民安全課 ３

社会保険労務士による労働相談を月１回

行い、賃金、労働時間、退職、解雇等の

労働条件や労働安全衛生等の労働問題に

関する相談を受け付けます。

商工業

振興課
３

市の取組 担当課 評価

犯罪被害者等からの相談に対して、担当

者が話を聞き、関係機関や関係部署との

調整を行い、包括的に支援します。

市民安全課 ３

平成３０（２０１８）年度に作成した啓

発用リーフレットを活用し、多様な性へ

の理解促進に努めます。

市民安全課 ３

相談支援事業を通じて精神障害者への相

談支援を行います。

障がい者

福祉課
３

日中の活動場所の確保や就労支援等を通

じて、地域における障害者の居場所づく

りに取り組みます。

障がい者

福祉課
３

入院患者に対して身体疾患に合併した精

神症状を伴う場合等において、心理的ケ

アを行います。

医事課 ３

自殺未遂等により身体疾患で救急患者と

して搬送されてきた患者に対して、各診

療科医師と精神科医師が連携をとり、精

神症状を併発している患者に適切に対応

します。

医事課 ３
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≪重点施策１≫ こども・若者に対する支援

20 歳未満の自殺者数（人）

平成 26～平成 30 年合計 平成 31～令和 5 年合計

男性 ６ ２

女性 ０ ０

市の取組 担当課 評価

適切な援助希求行動ができるよう「命の

大切さを実感できる教育」、「様々な困

難・ストレスの対処法を身に付けるため

の教育」、および「こころの健康の保持に

かかる教育」を行います。

指導室 ３

若者やその家族を対象として、幅広い分

野にまたがる若者の問題の相談を受け、

適切な支援につなぐことで、若者の自立

を後押しします。

子育て

応援課
３

ひきこもりで悩んでいる本人や家族、友

人等からの相談に応じるとともに、支援

機関による訪問相談等を行い、ひきこも

りから脱する方法やその他支援機関の紹

介等を行います。

地域福祉課 ３

市の取組 担当課 評価

いじめをはじめ、友人関係、学校生活、

家族関係、こころの悩み等について、児

童・生徒やその保護者等を対象に、教育

相談所で電話相談および来所相談を行い

ます。

学務課 ３

ＳＮＳによるトラブル等に対して適切な

対応ができるよう支援します。

子育て

応援課
３

指導室 ３

こどもの行動やこころの発達の問題に関

して、本人や家族、教員等からの相談に

応じ、問題の早期発見、早期解決に努め

ます。

指導室 ３

児童・生徒がいじめについて気軽に相談

できるよう、メールを活用した相談を行

います。

学務課 ３

子育て世代包括支援センターにおいて

は、すべての母子と関わり、心身の状態

を把握する母子保健事業を通じて、要支

援状態にある母子を早期に把握し、適切

な支援につなげます。また、「エジンバラ

産後うつ病質問票（EPDS）」を活用し、出

産後間もない産婦の育児状況や健康状態

を把握します。

こども家庭

センター
３

■こども・若者の自殺者数の変化

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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市の取組 担当課 評価

保護者会やセーフティ教室を通じて、こ

どもがインターネットや携帯電話を使用

する際の危険性について情報提供を行

い、正しい使い方の啓発を行うとともに

「ＳＮＳ 家庭ルール」づくりを推奨し、

有害な情報から守る取り組みを行いま

す。

指導室 ３

子育てひろば等の、こどもや保護者が気

軽に立ち寄れる地域の居場所づくりに取

り組みます。

子育て

応援課
３

児童虐待の発生予防、早期発見・早期対

応や虐待を受けたこどもの適切な保護・

支援を図るため、児童相談所等関係機関

との連携体制を強化するとともに、社会

的養護の充実を図ります。

こども家庭

センター
３

こども家庭支援センターや子育て世代包

括支援センターにおいて、妊娠期から子

育て期について電話で相談できるよう、

専門スタッフによる電話相談を行いま

す。

こども家庭

センター
３

市の取組 担当課 評価

東京都が「青少年の健全育成を阻害する

図書類」として指定した、著しく自殺を

誘発する図書類等について、青少年への

不売等の周知に努めます。

子育て

応援課
３

青梅市青少年問題協議会の青少年健全育

成事業を通じて、インターネット・携帯

電話等の悪影響や過度なのめり込みから

青少年を守るため、各家庭での利用に関

するルール作りを支援します。

子育て

応援課
３
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≪重点施策２≫ 高齢者に対する支援

60 歳以上の自殺者数（人）

平成 26～平成 30 年合計 平成 31～令和 5 年合計

男性 ３０ ３７

女性 ２１ １７

市の取組 担当課 評価

見守り支援ネットワーク協力事業者の拡

充により、地域での見守りの目を増やし、

高齢者の異変を早期に発見できる体制づ

くりを推進します。

高齢者

支援課
３

見守り支援ネットワーク事業協定にもと

づき、民間事業者と連携し、日常業務に

おいて緩やかな見守りを行うネットワー

クを充実していきます。

高齢者

支援課
３

官民を問わず、多様な機関との連携・協

働による地域包括支援センターの機能強

化により、高齢者の実態把握に努め、高

齢者本人、家族、近隣住民からの相談に

対して総合的・専門的な視点からの支援

を行います。

高齢者

支援課
３

市の取組 担当課 評価

生活支援体制整備事業を通じて、地域住

民による見守り体制の強化に努めます。

高齢者

支援課
３

地域包括支援センターの取組において、

独居高齢者、高齢世帯、多問題家族、認

知症等を抱える高齢者に対し、速やかに

必要なサービスにつなげることができる

よう、民生委員、キャラバンメイト、認

知症サポーター、介護予防リーダー、介

護事業所等とのネットワークを密にし

て、早期相談体制の充実を図ります。

高齢者

支援課
３

地域包括支援センターの取組において、

医療・介護等の関係機関との多職種連携

等を行い、相談支援体制の強化を図りま

す。また、介護支援専門員を対象に研修

会等を行います。

高齢者

支援課
３

高齢者のくらしの中で巻き起こる悩みご

とやトラブルなどについて、いつでも相

談できる消費者相談室等の体制を充実さ

せていきます。また、青梅警察署、地域

包括支援センター等と連携し、高齢者の

見守り活動を推進していくための会議を

定期的に実施します。

市民安全課 ３

■高齢者の自殺者数の変化

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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≪重点施策３≫ 無職者・失業者・生活困窮者に対する支援

市の取組 担当課 評価

高齢者が要介護状態になっても、地域で

自立した生活ができ、可能な限り住み慣

れた地域で生活していくことができるよ

う、必要な介護サービスが受けられる環

境づくりに努めます。

介護保健課 ３

高齢者

支援課
３

地域包括支援センター等で、健康に関す

る相談や助言を行うことで、高齢者自ら

が、適切な健康管理を行うことができる

よう支援します。

高齢者

支援課
３

健康課 ３

高齢者クラブやシルバー人材センターの

運営に対する支援を通じて、高齢者が社

会で活躍する機会を拡充します。

また、高齢者の孤独・孤立を予防するた

めに、介護予防教室、交流事業等を行い

ます。

高齢者

支援課
３

無職者の自殺者数（人）

平成 26～平成 30 年合計 平成 31～令和 5 年合計

男性 ５０ ４６

女性 ３７ ３３

市の取組 担当課 評価

生活の困りごとや不安を抱えている方の

相談を受け、どのような支援が良いか一

緒に考え、具体的な支援計画のもとに、

関連する部署や機関と連携し、相談者に

寄り添いながら支援を行います。

地域福祉課 ３

自立相談機関で把握した生活困窮者のう

ち、自殺のリスクが高いと判断した者に

ついては、精神医療機関受診支援や専門

相談窓口の紹介等の適切な支援を早期に

行います。

地域福祉課 ３

ゲートキーパー養成研修などの自殺対策

研修を積極的に活用し、知識や対応方法

を学び、関係課等とよりスムーズな連携

を図ります。

地域福祉課 ３

■無職者の自殺者数の変化

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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≪重点施策４≫ 自殺手段・ハイリスク地としての対策

本市は山間部や河川部等が多く、地形的に川面から高さがあること

から、橋りょうからの飛降り自殺が毎年発生しています。この対策と

して、平成２９（２０１７）年に「橋梁自殺対策協議会」を設置し、橋

りょうからの飛降り防止対策に取り組みました。

実施時期 対策内容

平成 28 年 3 月 市内ＪＲ駅舎内等に啓発看板を設置

平成 31 年 2 月 神代橋高欄嵩上げ工事竣工

平成 31 年 3 月
平成 28 年に市内ＪＲ駅舎内等に設置した啓

発看板を刷新

令和 3 年 11 月 奥多摩橋高欄嵩上げ工事竣工

青梅市内における飛降り自殺者数（人）

平成 26～平成 30 年合計 平成 31～令和 5 年合計

男性 ３０ ３６

女性 １２ １２

市の取組 担当課 評価

自殺を抑制する効果を期待して、多摩川

にかかる神代橋の橋りょうのかさ上げ工

事を東京都に要請し、平成３０（２０１

８）年度に完成しました。引き続き奥多

摩橋についてもかさ上げ工事の早期実現

を求めていきます。また、必要により、

他の橋りょうの安全対策についても検討

します。

健康課 ３

平成２８（２０１６）年度、市内ＪＲ駅

舎内等に啓発看板を設置し、啓発を行っ

ています。今後も普及啓発の充実を図り

ます。

健康課 ３

■飛降りによる自殺者数の変化（橋りょう以外での飛降りも含む）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（発見地・自殺日をもとに集計）

■橋りょうからの飛降り自殺への対策
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自殺実態の把握・分析について

実用性のある自殺対策を推進するためには、実用性のある自殺対策を推進するためには、地域の自殺の現状を正確に把握する必要

があります。そのため本計画の策定にあたっては、 厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」、 厚生労働大臣指定法人いのち支

える自殺対策推進センターが各自治体の自殺の実態をまとめた「地域自殺実態プロファイル」および厚生労働省「人口動態統計」等

を活用し、多角的な視点で地域の自殺の現状の把握・分析に努めました。

計画の目標値については、 「地域における自殺の基礎資料」より、住居地・自殺日をもとに集計された自殺死亡率および自殺者

数の数値を用いています。

各統計の概要及び統計データの留意点は以下のとおりです。

１ 厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

警察庁の「自殺統計」に基づき作成された加工統計による資料です 。資料は 、自殺日、発見日、住居地、発見地をクロス集

計して４パターンで集計しており、青梅市いのち支える自殺対策計画においては、 自殺日・住居地のデータを用いています。

２ 自殺統計と人口動態統計の違い

(1) 調査対象の差異

自殺統計は、「日本における日本人と外国人」を対象としており、人口動態統計は「日本における日本人」のみを対象とし

ています。

(2) 事務手続き上の差異

自殺統計は、捜査等により自殺であると判明した時点で自殺統計原票を作成し、計上しています。人口動態統計は、自殺、

他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告が

ない場合は、自殺に計上していません。

３ 統計データの留意点

(1) 「自殺死亡率」とは、人口 10 万人当たりの自殺者数です。（自殺死亡率＝自殺者数÷人口×10 万）

(2) 「％」は、それぞれの割合を小数点第１位で四捨五入して算出しているため、全ての割合を合計しても 100 ％にはならな

いことがあります。
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第２章 青梅市の自殺をめぐる現状

１ 自殺実態の分析にあたって

本章の分析にあたっては、厚生労働省「地域における自殺の基礎

資料」および厚生労働大臣指定法人いのち支える自殺対策推進センタ

ー（以下、「いのち支える自殺対策推進センター」という。）が各自治体

の自殺の実態をまとめた「地域自殺実態プロファイル」等を活用し、本

市における自殺の現状を分析しました。

２ 青梅市における自殺の特徴

（１）自殺者数と自殺死亡率の推移

本市の自殺者数および自殺死亡率は、平成３１（２０１９）年か

ら令和３（２０２１）年までの３年間はほぼ横ばいで推移し、令和

４（２０２２）年に大幅な増加に転じたものの、令和５（２０２３）

年には、増加する前程度の数値まで減少しています。

（２）自殺者数および自殺死亡率の推移（全国・東京都との比較）

全国と東京都は若干の増加傾向で推移しています。本市におい

ては令和４（２０２２）年に大幅な増加がみられるものの、翌年に

は例年並みに落ち着いており、概ね横ばいの推移となっています。

平成31年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年

全国

自 殺 者

数（人）
19,974 20,907 20,820 21,723 21,657

自殺

死亡率
15.7 16.4 16.4 17.3 17.3

東京都

自 殺 者

数（人）
2,126 2,202 2,250 2,376 2,408

自殺

死亡率
15.5 15.9 16.3 17.2 17.4

青梅市

自 殺 者

数（人）
24 19 23 47 23

自殺

死亡率
17.9 14.3 17.4 35.8 17.7

■自殺者数および自殺死亡率の推移（青梅市）
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

■自殺者数および自殺死亡率の推移（全国・東京都との比較）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」



17

（３）性別の自殺者数と自殺死亡率

国や他の自治体同様に、男性の占める割合が高い傾向にありま

す。また、平成３１（２０１９）～令和５（２０２３）年の５年間

において、女性の自殺者数はほぼ横ばいなのに対して、男性の自殺

者数は、令和４（２０２２）年に前年と比べて２倍以上の増加がみ

られます。

（４）性別・年代別に見た自殺者数と自殺死亡率

自殺者数については、男性で６０歳代が最も多く、女性で４０歳

代が最も多くなっています。自殺死亡率を見ると、男性、女性のどちら

もほとんどの年代において全国の自殺死亡率よりも高い水準となって

います。
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■性別の自殺者数と自殺死亡率（青梅市）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

■性別・年代別の

自殺者数（平成 31～令和 5 年合計）と自殺死亡率（平成 31～令和 5 年平均）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（５）性別に見た有職者と無職者の割合

自殺者を職業の有無で分類すると、 無職者が男性４９％、女

性７７％を占めています。

※職業不詳は、有職者・無職者には含まない。

（６）原因・動機別の自殺者数

自殺に至った原因・動機は、男女ともに「健康問題」が最も多く、

次に多いのが、男性で「経済・生活問題」、女性で「家庭問題」と

なっています。

自殺は多様かつ複合的な原因および背景が連鎖して引き起こさ

れます。

自殺

者数

(人)

原因・動機別 ※

計

(件)
家庭

問題

健康

問題

経済・

生活

問題

勤務

問題

交際

問題

学校

問題
その他 不詳

総数 136
件数 11 43 21 9 2 5 8 66 165

割合 6.7 26.1 12.7 5.5 1.2 3.0 4.8 40.0

男性 93
件数 6 26 19 7 1 5 4 48 116

割合 5.2 22.4 16.4 6.0 0.9 4.3 3.4 41.4

女性 43
件数 5 17 2 2 1 0 4 18 49

割合 10.2 34.7 4.1 4.1 2.0 0.0 8.2 36.7

有職者 

３９人(４２％)

学生

５人(５％)

主婦

０人(０％)

失業者

３人 (３％)

年金等

１７人(１８％)

その他・無職

２１人(２３％)

職業不詳

８人(９％)

男性　無職者　

４６人(４９％)

■有職者と無職者の割合（青梅市・平成 31～令和 5 年合計）

有職者 

８人(１９％)

学生

１人(２％)

主婦

２人(５％)

失業者

０人 (０％)

年金等

１１人(２６％)

その他・無職

１９人(４４％)

職業不詳 

２人(５％)

女性　無職者　

３３人(７７％)

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

■原因・動機別の自殺者数（青梅市・平成 31～令和 5 年合計）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

※自殺の原因・動機は、複数の要因が重なる場合があるため、原因・動機

別件数と自殺者数は一致しない場合があります。
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（７）自殺の企図手段の比較

本市における自殺の企図手段は、「首つり」が６４．０％と最も

高く、次いで「飛降り」、「練炭等」の順に高い割合となっています。

また、全国・東京都と比較すると「飛降り」が高い傾向にあります。

４ 時代潮流
（１）人口減少・少子高齢化の進行

全国的に人口減少・少子高齢化が進行し、特に地方においては、今

後も加速すると予想されており、地域社会や経済活動の担い手不足、

社会保障費の増大等への影響が懸念されています。

こうした中、少子化対策と地方への若者の移住・定住に向け、国を

挙げて地方創生に取り組んでいます。また、テレワークなど多様な働

き方が注目され、地方への本社機能の移転や移住の動きも見られます。

一方、人生100年時代といわれており、生涯にわたり活躍できる社会

の実現が求められています。

出典：内閣府「令和４年度版高齢社会白書」

（８）住居地・発見地別自殺者数の比較

青梅市民の自殺者数である「住居地」と、市内で発見された自殺

者数である「発見地」の推移を見ると、「発見地」が、「住居地」よ

りも多い傾向にあります。令和４（２０２２）年については、「住

居地」が「発見地」を上回っていますが、５年間の合計で見ると、

「発見地」が２８人多くなっています。この数値は外来者の自殺

が多いことを表しています。

■高齢化の推移と将来推計

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

青梅市 東京都 全国

首つり 64.0% 59.0% 66.2%

服毒 2.2% 2.5% 2.5%

練炭等 5.9% 4.8% 7.5%

飛降り 19.9% 18.9% 11.5%

飛込み 1.5% 4.4% 2.7%

その他 6.6% 10.1% 9.6%

不詳 0.0% 0.2% 0.1%

■自殺企図手段の割合（平成 31～令和 5 年合計）

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

■住居地・発見地別自殺者数の推移

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」
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（９）青梅市の主な自殺の特徴
いのち支える自殺対策推進センターが、地域の自殺の実態を

詳細に分析した、「地域自殺実態プロファイル２０２３」におい

て、平成３１（２０１９）年から令和５（２０２３）年までの５

年間の本市における自殺者の特徴が示されました。

３ 自殺の危機経路

特定非営利活動法人「自殺対策支援センターライフリンク」が行

った、実態調査に基づく「自殺実態白書２０１３」によると、自殺に

追いつめられる様々な要因があること、そして平均すると４つの要

因が連鎖して自殺が引き起こされるといわれています。

なお、丸の大きさは要因の発生頻度、線の太さは要因と要因の連

鎖の因果関係の強さを表しています。
上位５区分

自殺者
数 割合

自殺死亡率
(10 万対)

背景にある主な自殺の
危機経路 ※

男性 60 歳以上
無職同居

17 12.5% 34.4
失業（退職）→生活苦
＋介護の悩み（疲れ）
＋身体疾患→自殺

女性 60 歳以上
無職独居

11 8.1% 51.2
死別・離別＋
身体疾患→病苦→
うつ状態→自殺

男性 40～59 歳
有職同居

10 7.4% 14.2

配置転換→過労→職場
の人間関係の悩み＋仕
事の失敗→うつ状態→
自殺

女性 40～59 歳
無職同居 8 5.9% 21.2

近隣関係の悩み＋家族
間の不和→うつ病→自
殺

男性 40～59 歳
無職同居 7 5.1% 105.6

失業→生活苦→借金＋
家族間の不和→うつ状
態→自殺

■青梅市の主な自殺の特徴（平成 31～令和 5 年合計）

※「背景にある主な自殺の危機経路」は、ＮＰＯ法人ライフリンクが行っ

た、５００人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査に基づき、

それぞれの区分において、抱え込みやすい要因とその連鎖のうちの主な

ものが記載されています。

出典：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 202４」

■自殺の危機経路

出典：自殺対策支援センターライフリンク「自殺実態 1000 人調査」
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４ ストレスに関する意識調査

複雑・多様化した現代社会では、常に多くのストレスにさらされ

ています。ストレスそのものをなくすことは困難であり、上手な対処

方法を身につけ、周囲との交流やサポートを通じて、「こころの健康」

の維持が必要なことから、本市では健康づくり推進計画において、

「ストレスを感じている人」や「悩みや心配事等を誰にも相談しない

人」を減少させることを目標として、様々な取り組みを行っています。

本計画では、自殺者数に関する統計データだけではなく、健康づく

り推進計画策定時の市民意識調査において行ったストレスに関する

調査の結果（令和６（２０２４）年３月実施）も併せて、今後の市の

自殺対策に役立てていきたいと考えています。

（１）ストレス対処法

「テレビを見る、音楽を聴く」の割合が４２．１％と最も高く、

次いで「趣味を楽しむ」の割合が３９．５％、「悩みを誰かに聞い

てもらう」の割合が３３．８％となっています。

前回調査と比較すると、「食べる」の割合が増加しています。一

方、「楽観的に考える」「運動する」の割合が減少しています。

健康づくり推進計画策定時の市民意識調査

「第４次青梅市健康増進計画」、「第３次青梅市食育推進計

画」の計画期間が令和６（２０２４）年度に終了することに

伴い、これらの計画を総合的・一体的な推進を図ることを目

的とした、「青梅市健康づくり推進計画」の策定に向けて本

調査を実施しました。調査対象者数は、青梅市在住の１８歳

から７０歳代の男女２，０００人で、有効回収票数は５３３

人でした。

％

テレビを見る、音楽を聴
く

楽観的に考える

悩みを誰かに聞いてもら
う

趣味を楽しむ

自分で解決する

運動する

食べる

我慢する

たばこを吸う

飲酒

病院などの専門機関に相
談する

その他

特にない

無回答

42.1

24.7

33.8

39.5

22.1

17.1

29.1

18.1

8.0

15.4

2.3

6.0

4.0

0.3

46.0

31.1

36.0

38.3

24.1

22.4

22.2

21.7

7.7

14.3

2.6

6.5

4.0

0.0

0 10 20 30 40 50

今回調査

（回答者数 = 299）

前回調査

（回答者数 = 428）



22

（２）ストレスを抱えたときに気軽に相談できる相手

「家族」の割合が６２．３％と最も高く、次いで「友人」の割合

が４１．５％、「誰にも相談しない」の割合が１２．８％となって

います。

前回調査と比較すると、大きな変化はみられませんでした。

％

家族

友人

職場の上司・同僚

医師

相談機関（相談員等）

保健所・健康センター

その他

誰にも相談しない

無回答

62.3

41.5

12.2

4.5

0.8

0.4

2.1

12.8

5.6

66.1

41.2

9.0

5.9

1.1

0.1

2.8

14.6

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70

＜ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の達成を意識した取組＞

ＳＤＧｓ(エス・ディー・ジーズ＝持続可能な開発目標)は、平成２

７（２０１５）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェンダ」に記載された国際目標です。１７の目標と

１６９のターゲットから構成され、「地球上の誰一人として取り残さ

ない」社会の実現を目指しています。

日本においても積極的に取り組まれており、多くの自治体でその方

向性を踏まえたまちづくりを推進しているほか、企業活動を通じてＳ

ＤＧｓ実現に貢献しようとする取組が行われるなど、持続可能な社会

に向けた意識と行動が社会全体に浸透してきています。

「青梅市いのち支える自殺対策計画」においても、掲げられた施策

を推進していくことが、自殺対策のみならず、ＳＤＧｓの達成のうえ

でも重要といえます。次章では、各施策とそれに関連するＳＤＧｓバ

ッジを掲載します。

今回調査

（回答者数 = 533）

前回調査

（回答者数 = 714）
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第３章 青梅市の自殺対策における取組

１ 基本方針

令和４（２０２２）年１０月に閣議決定された「自殺総合対策

大綱」と本市の現状を踏まえ、以下の４つを「自殺対策の基本方

針」とします。

（１）生きることの包括的な支援として推進

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人

間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因（自殺に対す

る保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生きること

の阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスク

が高まるとされています。

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組

に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方

の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要が

あります。

自殺防止や遺族支援といった取組をはじめ、地域において「生

きる支援」に関するあらゆる取組を総動員して、まさに「生きる

ことの包括的な支援」として引き続き推進していきます。

（２）関連施策との有機的な連動による総合的な対策の展開

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるように

するには、精神保健的な視点だけでなく、社会的・経済的な視点を

含んだ様々な分野の関係者や組織等が密接に連携する包括的な取組

が重要です。

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、いじめ等関連の分野

においても同様に様々な関係者や組織等が連携して取組を展開して

います。連携の効果を更に高めるため、そうした様々な分野の生き

る支援にあたる関係者が、それぞれ自殺対策の一翼を担っていると

いう意識を共有することが重要です。

また、各種施策との連動性を高めていくことにより、誰もが住み

慣れた地域で、適切サービスを受け、誰一人取り残されることのな

い地域社会づくりをさらに推進していきます。
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（３）対策の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動

自殺対策は社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援

レベル」、「地域連動レベル」、「社会制度のレベル」、それぞれのレベ

ルにおいて強力に、かつ、それを総合的に推進することが重要です。

また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階に

おける啓発等の「事前対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危機

に介入する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生じてしまった場

合における「事後対応」という、３つの段階が挙げらげられ、それぞ

れの段階において施策を講じることが必要です。

本市では、 以下に掲げる一次予防と二次予防に重点をおいて取組

を推進します。

（４）実践と啓発の両輪としての推進

自殺に追い込まれるということは、「誰にでも起こり得る危機」で

すが、一般的に、危機に陥った人の心情や背景は未だ十分に理解さ

れていないといわれています。そのため、そうした心情や背景への

理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求

めることが大切であるということが、地域全体の共通認識になるよ

うに、積極的に普及啓発を行うことが重要です。

すべての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人の

サインに気づくとともに、そうしたサインに気づいたら、精神科医

等の専門家や相談機関につなぐことができるよう、広報活動、教育

活動等に取り組んでいくことが重要です。

○ 一次予防（事前対応）とは

心身の健康の保持増進についての取組や自殺の実態や自殺対

策の正しい知識の普及啓発の取組

○ 二次予防（危機対応）とは

自殺の兆しを早期に発見するため、相談・支援の充実による

自殺の防止や対象等に応じた取組

○ 三次予防（事後対応）とは

自殺未遂者や遺族へのケアと支援の充実に向けた取組
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２ 施策体系

本市の自殺対策は、大きく２つの施策群で構成しています。

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」で、すべての市区町村

が共通して取り組むべきとされる「基本施策」と、本市の自殺の実態

を踏まえて定めた「重点施策」です。

「基本施策」は、「地域におけるネットワークの強化」や「自殺対

策を支える人材の育成」など、地域で自殺対策を推進するうえで欠か

すことのできない基盤の取組です。そのため、「事前対応」と「危機

対応」の段階に該当し、分野的にも「実践」と「啓発」の両方を網羅

した、重層的かつ幅広い内容となっています。

一方、「重点施策」は、２章で取り上げた本市における自殺の現状

に関する分析と、いのち支える自殺対策推進センターの地域自殺実

態プロファイルを受けて、前計画から重点を置いていた「こども・若

者」「高齢者」「無職者・失業者・生活困窮者」「自殺手段・ハイリス

ク地としての対策」のほかに、今回の計画改定に伴い、新たに「女性」

を追加しました。こうした５項目に焦点を絞り、それぞれの対象に関

わる様々な施策を集め、一体的かつ包括的な施策としています。

以上をもとに、全庁一丸となって「生きることの包括的支援」を推

進し、自殺対策に取り組んでいきます。

１.地域におけるネットワーク強化

２.自殺対策を支える人材の育成

３.住民への啓発と周知

４.生きることの促進要因への支援

基本施策

１.こども・若者に対する支援

２.高齢者に対する支援

３.無職者・失業者・生活困窮者に対する支援

４.自殺手段・ハイリスク地としての対策

５.女性に対する支援 ←新規

重点施策



26

３ 基本施策

基本施策とは、地域で自殺対策を推進するうえで欠かすことので

きない基盤の取組のことを意味し、これらの施策それぞれを強力か

つ総合的に推進することで、本市における自殺対策の基盤をさらに

強化します。
自殺は、経済・生活問題、健康問題、家庭問題など様々な要因が複雑

に関係しています。全庁で自殺対策を推進するため、庁内体制の構築

を図ります。

また、困難な課題を抱える人に対し、地域での細やかな見守り支援

と、地域・関係機関・行政のネットワークの強化により、幅広く連携し

た自殺対策に取り組みます。

（１）地域におけるネットワークの強化

基本施策１-取組内容 担当課

民生委員・児童委員等と連携し、地域で日常的な

見守りや助け合いのネットワークを強化し、民

生委員・児童委員と健康課および地域福祉課と

の連携を進めます。

地域福祉課

橋梁等における特定の地域や手段を用いた自殺

対策について、関係各所と情報共有をして連携

を図ります。

健康課

基本施策１

地域におけるネットワーク強化
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地域の自殺対策は、それを担い支える人材がいて、はじめて機能す

るものです。そのため、自殺対策を支える人材の育成は、対策を推進す

るうえでの基礎となる重要な取組です。

市職員や関係機関の職員をはじめ、地域、教育機関および事業者等

で自殺対策に関わる人材であるゲートキーパーを幅広く養成し、地域

ぐるみで自殺対策を推進します。

（１）自殺対策を支える市民の育成

（２）自殺対策を支える職員の育成

基本施策２-取組内容 担当課

身近な地域で支え手となる市民を養成すること

で、誰もが自然にゲートキーパーとしての役割が

取れるようなつながりのある地域づくりに努め

ます。

健康課

基本施策２-取組内容 担当課

自殺のリスクを抱えた市民を早期に発見し、支援

へとつなぐ役割を担える職員を育成するために、

ゲートキーパー養成研修を実施し、自殺対策やゲ

ートキーパーに関して正しく学ぶ機会を提供し

ます。

健康課

基本施策２

自殺対策を支える人材の育成
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相談窓口に関する情報を、容易に知ることができるように、多くの

機会を捉え、様々な相談機関の情報を発信していきます。

また、誰かに助けを求めることを社会全体の共通認識となるよう普

及啓発するとともに、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭する啓発

活動に取り組みます。

（１）自殺対策強化月間における普及啓発

（２）相談窓口等の周知

（３）こころの体温計の運用

基本施策３-取組内容 担当課

国の自殺予防週間や東京都の自殺対策強化月間

に併せて、市役所でのパネル展示やリーフレット

配布を実施し、自殺予防に関する普及蹴発を行い

ます。

健康課

基本施策３-取組内容 担当課

広報やホームページ等を通じて、電話相談・ＳＮ

Ｓ相談の情報や、自死遺族のわかちあいの会に

関する情報の周知を図ります。

健康課

地域コミュニティの拠点である市民センターに

おいて、周知物の配布やポスター掲示により地

域活動団体等へ啓発します。

市民活動推進課

基本施策３-取組内容 担当課

広報やホームページ等を活用して「こころの体温

計」を周知し、多くの人にこころの健康状態を見

つめ直すきっかけを提供します。

健康課

基本施策３

住民への啓発と周知
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自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因」

よりも「生きることの阻害要因」が上回った時です。そのため、「生き

ることの阻害要因」を減らす取組に加え、「生きることの促進要因」を

増やす取組を行い、悩みを抱える人への支援や居場所づくり、就労支

援等の充実を図ります。

（１）生きることの促進要因への支援

基本施策４-取組内容 担当課

東京都や民間事業者が実施している相談窓口の

把握に努め、自殺を考えている人やその家族、友

人から相談を受けた場合に、適切な支援先につな

げます。

健康課

こころの悩みを抱えたり、自殺を考えていたりす

る人やその家族、友人が、必要なときに適切な相

談を受けられるよう、相談窓口の把握・周知に努

めます。

市民安全課

生活、就労、住宅、ひきこもりなど様々な悩み事

を属性や世代を問わず相談を受ける体制を整

備・強化していきます。

地域福祉課

税金等の窓口において相談を受ける中で、多重債

務の状況を早期に捉え、担当課に案内できるよう

窓口体制の強化を図ります。

保険年金課

課税課

収納課

介護保険課

多重債務問題対策の研修を受講する等、情報収集

に努め、窓口体制を強化します。
市民安全課

青梅市図書館資料選定基準、３類 社会科学の社

会病理にもとづき、図書選定について慎重に対応

します。

社会教育課

基本施策４

生きることの促進要因への支援
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基本施策４-取組内容 担当課

緊急の保護または自立のための援助を必要とす

る女性およびその者の同伴する児童に対し、生活

全般の相談や援助を行うとともに、配偶者等から

の暴力（ＤＶ ）やストーカー被害に悩んでいる

人に対する支援を行います。

配偶者暴力

担当課

婦人相談員による相談支援を継続し、配偶者から

の暴力被害相談等、各種悩みに応じた相談を行い

ます。

配偶者暴力

担当課

多重債務問題を抱えている方の相談窓口として、

消費者相談室の体制を強化するとともに、必要に

応じて専門機関につなげていきます。また、東京

都と連携し、特別相談「多重債務１１０番」を行

います。

市民安全課

社会保険労務士による労働相談を月１回行い、賃

金、労働時間、退職、解雇等の労働条件や労働安

全衛生等の労働問題に関する相談を受け付けま

す。

商工業振興課

犯罪被害者等からの相談に対して、担当者が話を

聞き、関係機関や関係部署との調整を行い、包括

的に支援します。

市民安全課

啓発用リーフレットを活用し、多様な性への理解

促進に努めます。
市民安全課

基本施策４-取組内容 担当課

相談支援事業を通じて精神障害者への相談支援

を行います。
障がい者福祉課

日中の活動場所の確保や就労支援等を通じて、地

域における障害者の居場所づくりに取り組みま

す。

障がい者福祉課

入院患者に対して身体疾患に合併した精神症状

を伴う場合等において、心理的ケアを行います。
医事課

自殺未遂等により身体疾患で救急患者として搬

送されてきた患者に対して、各診療科医師と精神

科医師が連携をとり、精神症状を併発している患

者に適切に対応します。

医事課
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４ 重点施策

本市では、平成３１（２０１９）年から令和５（２０２３）年の５

年間で、１３６人（男性９３人、女性４３人）が自殺で亡くなってい

ます。そのうち５４人（男性３７人、女性１７人）は６０代以上で、

およそ２．５人に１人という高い割合を高齢者が占めています。

自殺に至った原因・動機は、「健康問題」が２６．１％と最も高く、

「経済・生活問題」１２．７％、「家庭問題」６．７％、「勤務問題」

５．５％の順に高くなっており、これらは人生の中で誰もが直面する

可能性のある問題といえます。そのため、そうした問題を抱えたとき

の対処方法や、助けを求めることのできる相談・支援先についての正

確な情報等を、こどもの頃からあらかじめ知っておくことが重要で

す。

また、令和４（２０２２）年に見直された国の自殺対策大綱におい

ては、新たに「女性の自殺対策」が重点施策に追加されました。本市

においても、過去５年間平均（平成３１（２０１９）年～令和５（２

０２３）年）の女性の自殺死亡率が、全国自殺死亡率を上回っている

ことから、「女性の自殺対策」を推進していく必要があると考えます。

こうした状況を踏まえ、本市では、前計画の「こども・若者に対する

支援」「高齢者に対する支援」「無職者・失業者・生活困窮者に対する支

援」「自殺手段・ハイリスク地としての対策」のほかに、今計画より、

「女性」を対象とした施策も重点的に進め、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない青梅市」の実現を目指して、これを重点的かつ積極的に展

開していきます。

各施策の数値目標については、本計画の数値目標に倣って、現

状値から３０％以上減少させることとします。
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本市における、過去５年間（平成３１（２０１９）年～令和５（２０

２３）年）の自殺者数１３６名のうち、２０歳未満の自殺者数は２名と

なっており、他の年代と比較すると全体に占める割合は低い状況にあ

ります。

しかし、幼少期における貧困・虐待や性被害等の体験、親との離死別、

ヤングケアラーの問題等は、その人の将来の自殺リスクを高める要因

にもなりかねません。早い段階で問題への対処方法や支援先に関する

正確な情報を身に付けられるように、児童生徒に対するＳＯＳの出し

方に関する教育の推進や児童生徒や保護者等の自殺リスクの早期発見

に努めるとともに、包括的な支援を推進していきます。

（１）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の推進

（２）こども・若者の抱えやすい課題に着目した相談や支援の充実

重点施策１-取組内容 担当課

適切な援助希求行動ができるよう「命の大切さを

実感できる教育」、「様々な困難・ストレスの対処

法を身に付けるための教育」、および「こころの

健康の保持にかかる教育」を行います。

指導室

重点施策１-取組内容 担当課

若者やその家族を対象として、幅広い分野にま

たがる若者の問題の相談を受け、適切な支援に

つなぐことで、若者の自立を後押しします。

子育て応援課

いじめをはじめ、友人関係、学校生活、家族関係、

こころの悩み等について、児童・生徒やその保護

者等を対象に、教育相談所で電話相談および来

所相談を行います。

学務課

ＳＮＳによるトラブル等に対して適切な対応が

できるよう支援します

子育て応援課

指導室

こどもの行動やこころの発達の問題に関して、

本人や家族、教員等からの相談に応じ、問題の早

期発見、早期解決に努めます。

指導室

重点施策１

こども・若者に対する支援
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（３）ＩＣＴを活用した若者へのアウトリーチの強化

（４）社会全体で若者の自殺リスクを低減させるための取り組み

重点施策１-取組内容 担当課

児童・生徒がいじめについて気軽に相談できる

よう、メールを活用した相談を行います。
学務課

重点施策１-取組内容 担当課

保護者会やセーフティ教室を通じて、こどもが

インターネットや携帯電話を使用する際の危険

性について情報提供を行い、正しい使い方の啓

発を行うとともに「ＳＮＳ 家庭ルール」づくり

を推奨し、有害な情報から守る取り組みを行い

ます。

指導室

子育てひろば等の、こどもや保護者が気軽に立

ち寄れる地域の居場所づくりに取り組みます。
子育て応援課

児童虐待防止の普及啓発や関係機関との連携を

強化し、児童虐待の発生予防や早期発見・適切な

支援の提供を行います。

こども家庭

センター

重点施策１-取組内容 担当課

東京都が「青少年の健全育成を阻害する図書類」

として指定した、著しく自殺を誘発する図書類

等について、青少年への不売等の周知に努めま

す。

子育て応援課

青梅市青少年問題協議会の青少年健全育成事業

を通じて、インターネット・携帯電話等の悪影響

や過度なのめり込みから青少年を守るため、各

家庭での利用に関するルール作りを支援しま

す。

子育て応援課
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本市における、過去５年間（平成３１（２０１９）年～令和５（２０

２３）年）の自殺者数１３６人のうち、６０歳代以上の自殺者数は５４

人と、およそ２．５人に１人にのぼります。自殺死亡率を見ると、男性

の全国平均が６０歳代で２４．３、７０歳代で２５．６、８０歳代以上

では３３．５であるのに対し、本市ではそれぞれ、６０歳代が３５．５、

７０歳代が３１．０、８０歳代以上が３０．５となっています。

一方、女性においては、全国平均が６０代で１１．２、７０歳代で１

２．４、８０歳代以上では１２．０であるのに対し、本市ではそれぞれ

６０歳代が１１．２、７０歳代が１４．２、８０歳代以上が１３．４と

なっており、男性、女性ともに年代によって差はあるものの、全国平均

より高い値となっています。

高齢者は、配偶者や家族との死別・離別、身体疾患等をきっかけに、

孤立や介護、生活困窮等の複数の問題を抱える可能性があります。ま

た、地域との繋がりが希薄だと問題の把握が遅れ、自殺のリスクが高

まる恐れもあるため、高齢者とその支援者が、社会的に孤立すること

なく、他者と関わり、生きがいを感じられるような地域づくりを進め

るとともに、必要な情報が本人に届くよう支援体制を強化していきま

す。

（１）包括的な支援のための連携の推進

重点施策２-取組内容 担当課

見守り支援ネットワーク協力事業者の拡充によ

り、地域での見守りの目を増やし、高齢者の異変

を早期に発見できる体制づくりを推進します。

高齢者支援課

見守り支援ネットワーク事業協定にもとづき、

民間事業者と連携し、日常業務において緩やか

な見守りを行うネットワークを充実していきま

す。

高齢者支援課

官民を問わず、多様な機関との連携・協働による

地域包括支援センターの機能強化により、高齢

者の実態把握に努め、高齢者本人、家族、近隣住

民からの相談に対して総合的・専門的な視点か

らの支援を行います。

高齢者支援課

生活支援体制整備事業を通じて、地域住民によ

る見守り体制の強化に努めます。
高齢者支援課

地域包括支援センターの取組において、独居高

齢者、高齢世帯、多問題家族、認知症等を抱える

高齢者に対し、速やかに必要なサービスにつな

げることができるよう、民生委員、キャラバンメ

イト、認知症サポーター、介護予防リーダー、介

護事業所等とのネットワークを密にして、早期

相談体制の充実を図ります。

高齢者支援課

重点施策２

高齢者に対する支援
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（２）地域における要介護者に対する支援

（３）高齢者の健康づくりに対する支援

（４）社会参加の強化と孤独・孤立の予防

重点施策２-取組内容 担当課

地域包括支援センターの取組において、医療・介

護等の関係機関との多職種連携等を行い、相談

支援体制の強化を図ります。また、介護支援専門

員を対象に研修会等を行います。

高齢者支援課

高齢者のくらしの中で巻き起こる悩みごとやト

ラブルなどについて、いつでも相談できる体制

を充実させていきます。

また、青梅警察署、地域包括支援センター等と連

携し、高齢者の消費者被害を防ぐための見守り

活動を推進していきます。

高齢者支援課

重点施策２-取組内容 担当課

高齢者が要介護状態になっても、地域で自立し

た生活ができ、可能な限り住み慣れた地域で生

活していくことができるよう、必要な介護サー

ビスが受けられる環境づくりに努めます。

介護保健課

高齢者支援課

重点施策２-取組内容 担当課

地域包括支援センター等で、健康に関する相談

や助言を行うことで、高齢者自らが、適切な健康

管理を行うことができるよう支援します。

高齢者支援課

健康や栄養に関する個別の相談事業を定期的に

実施して、高齢者自らが、適切な健康管理を行う

ことができるよう支援します。

健康課

市の介護予防オリジナル体操である「梅っこ体

操」の普及等、介護予防運動の普及・啓発を通じ

て、健康づくりや介護予防を支援します。

高齢者支援課

重点施策２-取組内容 担当課

高齢者クラブやシルバー人材センターの運営に

対する支援を通じて、高齢者が社会で活躍する

機会を拡充します。

また、高齢者の孤独・孤立を予防するために、介

護予防教室、交流事業等を行います。

高齢者支援課
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失業は自殺のリスク要因の一つであり、本市の過去５年間（平成３

１（２０１９）年～令和５（２０２３）年）における自殺者全体に占め

る無職者の割合は５８％と過半数にのぼります。

同じ過去５年間における、「経済・生活問題」を理由とする自殺者数は、

全体の１２.７％となっており、生活困窮者の自殺リスクは深刻であると

いえます。無職や失業状態に至った背景は、社会経済状況や雇用環境の

悪化のほか、心身面の課題や障害、職場の人間関係などの問題から就

労が困難になるなど、社会や個人の状況により様々に異なります。

また、地域やその他の場所で親密な人間関係や居場所等を有してい

ない場合、失業によって経済生活面での困難のみならず、職場での人

間関係を失うことで社会的なつながりが断たれ、孤独や孤立状態に陥

るリスクも高まります。

そのため、無職者・失業者・生活困窮者に対する自殺対策は、生活困

窮者支援や孤独・孤立対策等の各種関連施策等とも連携させながら、

包括的に推進していきます。

（１）相談支援の推進

重点施策３-取組内容 担当課

生活、就労、住宅、ひきこもりなど様々な悩み事

について、属性や世代を問わない相談支援を研

修等を通じて知識と技術の向上に努めつつ、各

種専門機関と連携を図りながら推進します。

地域福祉課

重点施策３

無職者・失業者・生活困窮者

に対する支援
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本市は山間部や河川部等が多く、地形的に川面から高さがあること

から、市内外から橋りょうでの飛降り自殺を目的に訪れる人が多くい

ます。

本市の過去５年間（平成３１（２０１９）年～令和５（２０２３）年）

における自殺の企図手段を見ると、飛降りの割合が１９．９％となっ

ており、全国の１１．５％と比較して高い値になっています。

また、青梅市民の自殺者数である「住居地」と、市内で発見された自

殺者数である「発見地」を比較すると、平成３１（２０１９）年～令和

５（２０２３）年の過去５年間で、「住居地」１３６人に対して、「発見

地」は１６４人となっており、青梅市外から本市を訪れて自殺を図る

人が多いことが分かります。

本市では、平成２９（２０１７）年から関係機関が構成員となる「橋梁

自殺対策協議会」を設置し、橋りょうからの飛降り防止対策に取り組んで

きました。これまでに神代橋と奥多摩橋の高欄嵩上げをしており、今後も、

協議会において対策を協議・実施していきます。

（１）橋りょう自殺対策

（２）青梅市を訪れる方への普及啓発

重点施策４-取組内容 担当課

自殺を抑制する効果を期待して、多摩川にかか

る橋りょうのかさ上げ工事を東京都に要請し、

平成３０年度に神代橋、令和３年度に奥多摩橋

のかさ上げが完了しました。引き続き万世橋に

ついてもかさ上げ工事の早期実現を求めていき

ます。また、かさ上げによる効果の検証と、必要

により他の橋りょうの安全対策についても検討

します。

健康課

重点施策４-取組内容 担当課

平成２８年度、市内ＪＲ駅舎内等に啓発看板を

設置し、啓発を行っています。今後も普及啓発の

充実を図ります。

健康課

重点施策４

自殺手段・ハイリスク地としての対策
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コロナ禍以前より、女性の自殺要因に非正規雇用の問題や家庭問

題・育児や介護の問題が散見されてきました。コロナ禍の生活環境の

変化を受けてＤＶ問題が顕在化するなど、課題が多い状況となってい

ます。

そのような中、過去５年間（平成３１（２０１９）年～令和５（２０

２３）年）における女性の自殺死亡率の平均は、全国の１０．５に対し

て、本市は１３．１と全国より高い値となっています。そのため、女性

向け自殺対策を重点施策として新たに取り上げ、取り組んでいきます。

（１）妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援

（２）女性の健康づくりの推進

重点施策５-取組内容 担当課

子育て世代包括支援センター（母子保健型）にお

いては、すべての母子と関わり、心身の状態を把

握する母子保健事業を通じて、要支援状態にあ

る母子を早期に把握し、適切な支援につなげま

す。また、「エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰ

ＤＳ）」を活用し、出産後間もない産婦の育児状

況や健康状態を把握します。

こども家庭

センター

重点施策５-取組内容 担当課

国および東京都の女性の健康づくり週間に合わ

せて、女性の健康づくりに関連した事業やパネ

ル展示を実施します。

健康課

重点施策５

女性に対する支援
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５ 各取組の数値目標

施策群 取組内容 担当課 評価指標
評価指標の現状値

（令和 5（2022）年度）
評価指標の目標値

基本施策２

身近な地域で支え手となる市民を養

成することで、誰もが自然にゲート

キーパーとしての役割が取れるよう

なつながりのある地域づくりに努め

ます。

健康課

ゲートキーパー

養成講座の受講者数

（市民）

６２人／２回 ６０人／年

基本施策２

自殺のリスクを抱えた市民を早期に

発見し、支援へとつなぐ役割を担え

る職員を育成するために、トキーパ

ー養成研修を実施し、自殺対策やゲ

ートキーパーに関して正しく学ぶ機

会を提供します。

健康課

ゲートキーパー

養成講座の受講者数

（職員）

ー

（未実施）
３０人／年

基本施策３

広報やホームページ等を活用して

「こころの体温計」を周知し、多く

の人にこころの健康状態を見つめ直

すきっかけを提供します。

健康課
「こころの体温計」の

アクセス件数
１８，３７０件 ２０，０００件／年

重点施策２

見守り支援ネットワーク協力事業者

の拡充により、地域での見守りの目

を増やし、高齢者の異変を早期に発

見できる体制づくりを推進します。

高齢者

支援課
新規協力事業者数 ０事業者 １事業者／年
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施策群 取組内容 担当課 評価指標
評価指標の現状値

（令和 5（2022）年度）
評価指標の目標値

重点施策２

地域包括支援センターの取組におい

て、医療・介護等の関係機関との多

職種連携等を行い、相談支援体制の

強化を図ります。また、介護支援専

門員を対象に研修会等を行います。

高齢者

支援課

多職種ネットワーク

連絡会開催数
１回 １回／年

重点施策２

健康や栄養に関する個別の相談事業

を定期的に実施して、高齢者自らが、

適切な健康管理を行うことができる

よう支援します。

健康課 健康相談の実施回数 １２回 １２回／年

重点施策２

市の介護予防オリジナル体操である

「梅っこ体操」の普及等、介護予防

運動の普及・啓発を通じて、健康づ

くりや介護予防を支援します。

高齢者

支援課

梅っこ体操を

実施した教室や

イベントの参加者数

１５８人 １５０人／年

重点施策２

高齢者クラブやシルバー人材センタ

ーの運営に対する支援を通じて、高

齢者が社会で活躍する機会を拡充し

ます。また、高齢者の孤独・孤立を

予防するために、介護予防教室、交

流事業等を行います。

高齢者

支援課

補助を行った

高齢者クラブ数
４９クラブ ４９クラブ／年
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施策群 取組内容 担当課 評価指標
評価指標の現状値

（令和 5（2022）年度）
評価指標の目標値

重点施策５

子育て世代包括支援センター（こど

も家庭センター型）においては、す

べての母子と関わり、心身の状態を

把握する母子保健事業を通じて、要

支援状態にある母子を早期に把握

し、適切な支援につなげます。また、

「エジンバラ産後うつ病質問票（Ｅ

ＰＤＳ）」を活用し、出産後間もない

産婦の育児状況や健康状態を把握し

ます。

こども

家庭

センター

妊娠届時面談の

妊婦の全数面談
全数面談を実施 １００％実施／年

基本施策５

国および東京都の女性の健康づくり

週間に合わせて、女性の健康づくり

に関連した事業やパネル展示を実施

します。

健康課 事業回数 １回 １回／年
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第４章 計画の推進体制

１ 推進体制

本計画の推進に当たっては、国・東京都と連携を図るとともに、広

く関係者や市民等の協力を得て、それぞれの役割分担のもとで一体と

なって対応することが重要です。

庁内では、関係部署で構成する庁内連絡会を中心に、組織横断的に

対策を推進します。

更に、学識経験者や保健医療関係者、民間支援団体関係者等で構成

される青梅市健康づくり推進会議を核として関係機関等の連携を強

化し、計画の総合的、効果的な推進に努めます。

２ 進捗状況の把握

計画期間中は、事業・取組についてＰＤＣＡサイクルによる適切な

進行管理を行います。進行管理は、青梅市健康づくり計画庁内連絡会

議および健康づくり計画推進会議において、定期的に施策の進捗管理

の把握・点検し、その状況に応じて事業・取組を改善していきます。
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１ 青梅市健康づくり推進計画庁内連絡会議

健康課長が委員長を務め、庁内で健康づくりの推進に関連の深い部署の課長で構成しています。

本市の自殺対策を推進させるため、庁内の横断的体制を整えることで、各部署同士の情報共有や施策の連携を図ります。

【令和６年度 会議構成員】

役 職 氏 名 所属部課

委 員 長 小林 靖幸 健康福祉部健康課長

副委員長 中村 恵美 こども家庭部こども家庭センター所長

委 員 野村 正明 企画部企画政策課長

〃 山口 剛 市民部保険年金課長

〃 大越 理良 健康福祉部高齢者支援課長

〃 斎藤 剛 健康福祉部障がい者福祉課長

〃 加藤 博之 こども家庭部こども育成課長

〃 並木 徹二 地域経済部農林水産課長

〃 拝原 茂行 学校教育部指導室長

〃 榎戸 智 学校教育部学校給食センター所長

〃 中村 栄之 生涯学習部スポーツ推進課長
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２ 青梅市健康づくり推進会議

医療・福祉・教育・経済労働の関係機関および市民団体と青梅市民を構成員として、相互の密接な連携を確保し、本市における自殺対

策を総合的かつ効率的に推進します。

【令和６年度 会議構成員】

選出区分 役 職 氏 名 委 員

学識経験者 会 長 大木 幸子 杏林大学保健学部看護学科地域看護学研究室 教授

医療保健関係者の代表 副会長 神應 知道 一般社団法人青梅市医師会 副会長

医療保健関係者の代表 副会長 髙野 真 青梅市歯科医師会 副会長

医療保健関係者の代表 委員 鈴木 真吾 一般社団法人青梅市薬剤師会 理事

医療保健関係者の代表 〃 清水 省吾 東京都西多摩保健所生活安全課長

農業関係者の代表 〃 森田 泰夫 青梅市農業委員会 経営部会長

企業関係者の代表 〃 下野 一郎 株式会社梅文社 代表取締役

企業関係者の代表 〃 福島 美樹 東京都生活協同組合連合会コープみらい 東京８ブロック委員

教育関係者の代表 〃 梅田 尚之 青梅市立西中学校 校長

教育関係者の代表 〃 鈴木 慶子 三田保育園 園長

市民団体の代表 〃 小花 紀彦 青梅市自治会連合会 副会長

市民団体の代表 〃 野村 欣史 青梅市スポーツ推進委員協議会 副会長

公募の市民 〃 高橋 悦子

公募の市民 〃 原崎 彩香
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資料編

１ 自殺対策基本法 〔平成十八年法律第八十五号〕

目次

第一章 総則（第一条―第十一条）

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―

第十四条）

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条）

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高

い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題

となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基

本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進し

て、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図

り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会

の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人が

かけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎とし

て生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる

諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環

境の整備充実れることを旨として、実施されなければならない。

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきもの

ではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社

会的な取組として実施されなければならない。

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するもの

であることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の

実態に即して実施されるようにしなければならない。

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺

が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応

じた効果的な施策として実施されなければならない。

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と

の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」とう。）

にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と

協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるよう

に必要な助言その他の援助を行うものとする。
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（事業主の責務）

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力す

るとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。

（国民の責務）

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要

性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。

（国民の理解の増進）

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自

殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものと

する。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深め

るとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間

及び自殺対策強化月間を設ける。

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化

月間は三月とする。

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を

広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努め

るものとする。

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策

を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携

協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施す

るよう努めるものとする。

（関係者の連携協力）

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法

（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼

稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項

において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関

係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を

図りながら協力するものとする。

（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びに

それらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしく

もこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

（年次報告）

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講

じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

（自殺総合対策大綱）

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的

かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号にお

いて「自殺総合対策大綱」という。）を定めなければならない。
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（都道府県自殺対策計画等）

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案し

て、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項

及び次条において「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるも

のとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地

域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策につい

ての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を定め

るものとする。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基

づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その

総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、

当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策

の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところによ

り、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

第三章 基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実

施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援

の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施

の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並び

にその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的

な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うもの

とする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資

するための体制の整備を行うものとする。

（人材の確保等）

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との

連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質

の向上に必要な施策を講ずるものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民

の心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整

備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関す

る研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係

るものを講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育

の特性に配慮しなければならない。

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民そ

の他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒

等に対し、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら

生きていくことについての意識の涵(かん)養等に資する教育又は啓

発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕

方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する

児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努め

るものとする。
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（医療提供体制の整備）

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じてい

ることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適

切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識

経験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の

診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供され

る体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階に

おける当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急

医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその

地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等

に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必

要な施策を講ずるものとする。

（自殺発生回避のための体制の整備等）

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期

に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を

行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ること

のないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策

を講ずるものとする。

（自殺者の親族等の支援）

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は

自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、

当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものと

する。

（民間団体の活動の支援）

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、

自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政

上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

第四章 自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議

（以下「会議」という。）を置く。

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項につい

て審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。

（会議の組織等）

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣

の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

４ 会議に、幹事を置く。

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命す

る。

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事
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項は、政令で定める。

（必要な組織の整備）

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進す

るにつき、必要な組織の整備を図るものとする。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。

附 則（平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第七条の規定 公布の日

二 〔略〕

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置）

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自

殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対

策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十

条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性を

もって存続するものとする。

（政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。
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２ 青梅市健康づくり推進計画庁内連絡会議設置要綱

１ 設置

青梅市健康づくり推進計画（以下「計画」という。）を円滑に推

進するため、青梅市健康づくり推進計画庁内連絡会議（以下「連絡

会議」という。）を設置する。

２ 所掌事項

連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他健康づくりを推進するための施策に関し、必要と認めら

れる事項に関すること。

３ 組織

連絡会議は、委員１１人をもって組織し、次の職にある者をこれ

に充てる。

(1) 委員長 健康課長

(2) 副委員長 こども家庭センター所長

(3) 委員 企画政策課長、保険年金課長、高齢者支援課長、障がい

者福祉課長、こども育成課長、農林水産課長、指導室長、学校給

食センター所長およびスポーツ推進課長

４ 委員長の職務および代理

(1) 委員長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。

５ 会議

５ 会議

(1) 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長とな

る。

(2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させ、意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

６ 報告

委員長は、必要に応じて連絡会議の検討経過および最終検討結果

を青梅市長に報告する。

７ 庶務

連絡会議の庶務は、健康課において処理する。

８ その他

この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項

は、連絡会議が定める。

９ 実施期日等

(1) この要綱は、令和６年２月１日から実施する。

(2) 青梅市健康増進計画庁内連絡会議設置要綱（平成２２年１０月

１２日実施）および青梅市食育推進計画庁内連絡会議設置要綱

（平成２２年１０月１２日実施）は、廃止する。
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２ 青梅市健康づくり推進計画庁内連絡会議設置要綱

１ 設置

青梅市健康づくり推進計画（以下「計画」という。）の策定、改定

および推進に関する意見交換等を行うため、青梅市健康づくり推進

会議（以下「推進会議」という。）を設置する。

２ 所掌事項

推進会議は、次に掲げる事項について必要な意見交換等を行う。

(1) 計画の策定および改定に関すること。

(2) 計画の推進における施策の点検その他の進行管理に関すること。

３ 組織

推進会議は、次に掲げる者につき、青梅市長（以下「市長」という。）

が委嘱する委員１４人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 １人

(2) 医療保健関係者 ４人

(3) 農業関係者 １人

(4) 企業関係者 ２人

(5) 教育関係者 ２人

(6) 市民団体の代表 ２人

(7) 公募の市民 ２人以内

４ 委員の任期

委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とす

る。ただし、再任は妨げない。

５ 会長および副会長

(1) 推進会議に会長および副会長を置く。

(2) 会長および副会長は、委員が互選する。

(3) 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。

６ 会議

推進会議は、必要に応じて市長または会長が招集し、会長が議長と

なる。

７ 意見の聴取等

推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席等を

求めて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

８ 報告

会長は、必要に応じて推進会議の経過および意見等を市長に報告

する。

９ 秘密の保持

委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、また同様とする。

10 庶務

推進会議の庶務は、健康課において処理する。

11 その他

この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項

は、推進会議が定める。

12 実施期日等

(1) この要綱は、令和６年２月１日から実施する。

(2) 第４項の規定にかかわらず、令和５年度に委嘱された委員の任

期は令和７年３月３１日までとする。
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(3) 青梅市健康増進計画推進会議設置要綱（平成２３年４月１日実

施）および青梅市食育推進会議設置要綱（平成２３年４月１日実施）

は、廃止する。

４ パブリックコメントについて

パブリックコメントの結果を記載
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